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近世における二条城の「番所」（杉谷）

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
近
世
に
お
け
る
二
条
城
の
「
番
所
」
に
つ
い
て
、
特
に
二
条
在
番
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
そ
の
機
能
や
役
割
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

現
在
、
元
離
宮
二
条
城
に
は
東
大
手
門
入
っ
て
す
ぐ
北
側
に
番
所
が
現
存
し
て
い
る
（
口

絵
４
）
。
こ
の
番
所
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
全
国
で
も
数
少
な

い
現
存
す
る
城
郭
の
番
所
で
あ
る
。
実
は
、
か
つ
て
二
条
城
に
は
複
数
の
番
所
が
存
在
し
た
。

大
番
頭
堀
田
正
民
に
よ
る
「
二
条
在
番
手
留
」
（
神
宮
文
庫
蔵
、
五
門
一
一
〇
九
号
。
『
研
究

紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
第
三
号
に
翻
刻
を
掲
載
。
以
下
「
手
留
」
と
す
る
）
に
は
、
柳
番
所
・

北
門
内
番
所
・
西
御
門
切
手
番
所
・
二
之
丸
番
所
・
与
力
番
所
・
西
御
門
内
奥
之
番
所
・
西

御
門
与
力
番
所
と
い
っ
た
様
々
な
番
所
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
定
の
番

所
が
単
に
「
番
所
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
文
面
だ
け
で
は
判
別
が
難
し
い
こ
と
や
、

同
一
の
番
所
が
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
が
城
内
の
ど
こ
に
存
在
し
、

ど
の
よ
う
な
機
能
が
あ
り
、
誰
が
担
当
し
た
の
か
等
明
ら
か
で
な
い
部
分
が
多
い
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
ま
ず
二
条
城
全
体
の
番
所
の
名
称
と
場
所
の
整
理
を
行
い
、
そ
の
全
体
像
を
把

握
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　

こ
こ
で
、
近
世
の
二
条
城
に
関
す
る
概
要
を
述
べ
て
お
き
た
い

）
1
（

。
二
条
城
は
、
幕
府
か
ら

派
遣
さ
れ
、
一
年
交
代
で
二
条
城
内
に
居
住
し
た
二
条
在
番
の
大
番
組
と
、
二
条
城
近
辺
に

居
住
し
た
御
門
番
組
や
御
殿
番
ら
に
よ
っ
て
警
衛
・
維
持
・
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。
二
条

在
番
は
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
に
制
度
が
整
え
ら
れ
た
も
の
で
、
一
組
に
つ
き
大
番
頭

一
名
・
組
頭
四
名
・
番
士
四
六
名
、
お
よ
び
与
力
一
〇
騎
・
同
心
二
〇
騎
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

江
戸
か
ら
赴
任
し
て
き
た
二
組
が
二
条
城
を
警
衛
し
た
。
御
門
番
組
は
東
西
御
門
番
頭
を
筆

頭
と
し
て
、
二
組
が
東
西
の
門
番
を
担
当
し
た
。
御
殿
番
は
代
々
三
輪
家
が
担
当
し
、
そ
の

名
の
通
り
御
殿
（
二
之
丸
御
殿
）
の
管
理
な
ど
を
行
っ
た
。

一　

さ
ま
ざ
ま
な
番
所

（
１
）
時
代
別
の
番
所
の
比
較

　

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
、
二
条
城
へ
の
後
水
尾
天
皇
の
行
幸
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
二
条
城
の
城
域
は
西
側
に
拡
張
さ
れ
、
こ
の
部
分
に
本
丸
が
新
造
さ
れ
た
。

ま
た
行
幸
御
殿
も
築
か
れ
た
。
行
幸
の
翌
年
以
降
、
行
幸
の
た
め
に
造
ら
れ
た
諸
施
設
は
順

次
他
所
へ
移
築
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
二
条
城
警
衛
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
く
の
に
伴

い
、
城
内
に
諸
役
人
の
小
屋
や
長
屋
が
築
か
れ
て
い
く
。
東
西
の
番
頭
小
屋
お
よ
び
番
衆
小

屋
が
新
造
さ
れ
た
の
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
で
、
こ
の
時
点
で
二
条
在
番
に
よ
る
警
衛

体
制
が
完
成
し
た
と
言
え
る

）
（
（

。

　

表
１
は
、
大
工
頭
中
井
家
に
よ
る
寛
永
行
幸
に
際
し
て
の
作
事
記
録
か
ら
番
所
を
抜
き
出

研
究
ノ
ー
ト　

近
世
に
お
け
る
二
条
城
の
「
番
所
」

杉
谷　

理
沙

【
要
旨
】

　

本
稿
で
は
、
近
世
二
条
城
の
様
々
な
番
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
現
在
、
元
離
宮
二
条
城
に
は
東
大
手
門
に
近
接
す
る
番
所
が
残
っ
て
い
る
が
、
近
世
に
お
い
て
は
複
数
の
番
所
が
存

在
し
た
。
番
所
は
、
寛
永
行
幸
の
頃
に
は
境
界
（
各
御
門
前
）
に
配
置
さ
れ
て
い
た
が
、
二
条
在
番
に
よ
る
警
衛
体
制
が
整
っ
て
以
降
の
絵
図
に
は
境
界
に
加
え
各
御
蔵
前
に
番
所
が
配

置
さ
れ
て
い
る
様
子
が
見
え
る
。
こ
れ
は
二
条
城
が
、
実
質
的
に
幕
府
の
米
や
銀
子
を
貯
蔵
す
る
施
設
と
い
う
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
二
条

在
番
に
よ
る
二
条
城
警
衛
の
役
割
に
は
、
こ
れ
ら
の
警
固
と
い
う
面
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
た
も
の
で
あ
る
。
二
条
城
の
作
事
と
し
て
、
城
外
の
番
所
も
記
さ
れ
て
い
る
。
図
１
は
、

行
幸
御
殿
・
行
幸
後
取
り
壊
さ
れ
た
部
分
、
お
よ
び
残
さ
れ
た
部
分
を
示
し
た
絵
図
で
あ
る
。

便
宜
上
、
番
所
の
位
置
を
黒
塗
り
で
示
し
た
。
図
１
の
ト
レ
ー
ス
元
絵
図
は
、
天
保
一
五
年
（
一

八
四
四
）
に
大
工
頭
の
中
井
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
行
幸
御
殿
取
り
壊
し
後
～

寛
文
三
年
以
前
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
表
１
に
お
い
て
場
所
の
比
定
が
難
し
い
も
の
も
あ

る
が
、
表
１
と
図
１
を
照
合
す
る
に
、
共
通
し
て
存
在
す
る
番
所
、
表
１
に
あ
っ
て
図
１
に

な
い
番
所
（
行
幸
後
な
く
な
っ
た
番
所
）
、
表
１
に
な
く
図
１
に
あ
る
番
所
（
行
幸
後
造
ら

れ
た
番
所
）
、
と
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
総
じ
て
、
こ
れ
ら
は
二
条
在
番
が
二
条
城
を
警
衛
す

る
体
制
が
整
う
以
前
の
番
所
の
配
置
を
示
し
て
い
る
。

　

対
し
て
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
絵
図
を
も
と
に
番
所
の
配
置
を
示
し
た
も
の
が

図
２
で
あ
る
（
図
２
‐
②
に
示
し
た
本
丸
は
天
明
八
年
〈
一
七
八
八
〉
の
大
火
に
よ
り
焼
失
）
。

城
外
と
城
内
を
つ
な
ぐ
御
門
に
置
か
れ
た
番
所
は
共
通
し
て
い
る
が
、
唐
門
そ
ば
の
番
所
・

鳴
子
門
の
番
所
・
南
中
仕
切
門
の
番
所
は
な
く
な
り
、
一
方
で
各
所
の
蔵
の
そ
ば
に
番
所
が

置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
❸
の
柳
番
所
（
足
軽
番
所
）
が
追
加
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
代
、
二
条
城
に
は
複
数
の
米
蔵
が
存
在
し
、
こ
こ
に
は
将
軍
直

轄
領
の
年
貢
米
が
詰
米
と
し
て
貯
え
ら
れ
て
い
た

）
（
（

。
ま
た
米
蔵
だ
け
で
な
く
金
蔵
も
存
在
し

て
お
り
、
本
丸
・
二
之
丸
と
も
金
蔵
の
そ
ば
に
大
番
所
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

後
に
述
べ
る
が
、
こ
の
両
大
番
所
は
二
条
在
番
衆
の
詰
所
で
あ
り
、
番
衆
に
よ
り
金
蔵
を
見

張
る
機
能
も
あ
わ
せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。

（
２
）
各
所
の
番
所

　

次
に
、
図
２
に
み
え
る
各
番
所
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い

）
（
（

（
各
絵
図
の
正
式
名
称
等
は
表

２
凡
例
を
参
照
）
。

❶
北
御
門
前
の
番
所

　

北
御
門
周
辺
は
所
司
代
の
管
轄
で
、
二
条
城
と
城
北
の
所
司
代
屋
敷
を
往
来
す
る
際
の
通

用
門
で
あ
り
、
在
番
の
番
頭
で
あ
っ
て
も
自
由
に
出
入
り
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
❶

は
大
体
の
絵
図
に
「
番
所
」
と
あ
る
が
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
歴
彩
中
井
に
は
「
モ

ノ
オ
キ
」
と
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
詳
細
は
不
明
。

❷
北
御
門
番
所

　

❶
と
同
じ
く
所
司
代
の
管
轄
で
あ
り
、
中
井
（5
に
は
「
所
司
代
与
力
同
心
」
と
、
中
井
（7

に
は
所
司
代
の
「
与
力
」
と
あ
る
。
北
御
門
を
通
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
こ
の
番
所

で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

❸
柳
番
所
（
足
軽
番
所
）

　

「
手
留
」
な
ど
大
番
頭
の
在
番
日
誌
に
は
、
両
大
番
頭
が
北
御
門
か
ら
出
城
し
て
所
司
代

屋
敷
へ
出
向
く
際
、
こ
の
「
柳
番
所
」
前
で
落
ち
合
い
、
ま
た
別
れ
の
挨
拶
を
行
っ
て
い
る

様
子
が
頻
繁
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
柳
番
所
は
両
番
頭
が
北
御
門
へ
出
る
た
め
の
中
継
地
点

で
あ
っ
た
。

　

柳
番
所
は
足
軽
番
所
と
も
呼
ば
れ
た
。
中
井
（5
に
は
「
大
御
番
頭
足
軽
番
所
」
と
あ
り
、

丹
波
亀
山
藩
及
川
家
文
書
の
「
二
条
城
図

）
5
（

」
に
は
「
東
小
屋
足
軽
」
と
あ
っ
て
、
番
頭
の
足

軽
、
と
り
わ
け
東
組

）
（
（

番
頭
配
下
の
足
軽
が
詰
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
番

頭
付
の
足
軽
に
も
城
内
で
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

中
井
家
文
書
の
「
柳
ノ
番
所
見
分
帳

）
7
（

」
に
よ
れ
ば
、
柳
番
所
は
六
帖
で
、
南
面
に
出
格
子

が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
の
「
手
留
」
に
は
「
柳
番
所
前
石

橋
を
越
」
と
、
ま
た
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
所
司
代
酒
井
忠
義
の
日
記
に
も
「
足
軽
番

所
前
石
橋

）
8
（

」
と
あ
り
、
番
所
前
に
石
橋
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
絵
図
類
に
は
描
か
れ

て
い
な
い
。

❹
二
之
丸
御
門
同
心
番
所

表１　寛永２～３年の二条城内外の番所

［凡例］

・「寛永二丑年より寅ノ年迄二条御城御作事（大工数覚）（相賀徹夫編集・発行

  『元離宮二条城』小学館、　1974 年）より作成。

・順番は史料の記載順。

・（ ）内は前条に記されている場所を示す。本文に「一、同～」とある場合はその

　まま、「同」で結ばれていない場合は→を記入した。

二ノ丸外番所弐ツ　

御番所 3坪

（御本丸西口之高麗御門）番所 3坪

（御唐門）番所 3坪

（御門矢倉御長屋→）番所 12 坪

（御二之丸西橋→）番所 3坪

（南突違御門→）番屋 10 坪

（北突違御門→）番所 10 坪

太鼓番屋 4坪 5分

御二ノ丸北御門番所 16 坪

御築地御門番所 19 坪 5 分

北ノ辻御番所 10 坪

御城外艮隅御番所 26 坪

御城外巽角御番所 31 坪

神明町通猪熊町通大宮町通古番所（三ヶ所繕）

御城外坤隅御番所 30 坪 5 分

二ノ丸外乾角御番所 20 坪

追手御門御番所 30 坪

二ノ丸外二条通御番所 22 坪

名称 坪数
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建
物
自
体
は
米
蔵
に
附
属
し
現
存
し
て
い
る
番
所
で
あ
る
。
こ
の
場
所
は
「
二
之
丸
御
門
」

の
入
口
に
あ
た
り
、❻
の
大
番
所
へ
行
く
際
な
ど
番
頭
や
番
衆
は
こ
の
門
を
通
っ
た
。
な
お
、

行
幸
御
殿
取
壊
前
は
唐
門
脇
に
番
所
が
存
在
し
た
が
、
こ
れ
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
手
留
」

を
見
る
に
、
番
頭
ら
が
唐
門
を
く
ぐ
る
の
は
城
内
見
分
の
際
の
み
で
あ
っ
て
、
日
常
的
に
唐

門
が
通
用
門
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

）
9
（

。
ま
た
こ
の
番
所
は
米
蔵
に
も
隣
接
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
警
固
す
る
機
能
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
井
（5
に
は
「
東
御
番
頭
同
心
番
所
」
と
あ
り
、
東
組
の
同
心
が
詰
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

現
存
の
こ
の
場
所
に
は
、
同
心
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
落
書
き
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

一
例
が
写
真
１
で
あ
る
。
年
・
日
付
・
○
○
組
同
心
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
同
様

の
文
言
が
柱
全
体
や
番
所
内
部
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
四
月
中
旬
は
、
二

条
在
番
の
交
代
の
時
期
に
あ
た
り
、
つ
ま
り
同
心
は
自
身
の
在
番
時
期
と
所
属
を
記
し
残
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
落
書
き
は
、
後
に
述
べ
る
❻
御
料
理
之
間
の
室
内
に
も
見
え
、

こ
の
よ
う
に
在
番
の
痕
跡
を
残
す
こ
と
が
一
種
の
慣
例
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

❺
二
之
丸
御
門
与
力
番
所

　

多
く
の
絵
図
に
「
与
力
番
所
」
と
、
と
り
わ
け
中
井
（5
に
は
「
東
御
番
頭
与
力
番
所
」
と

あ
り
、
東
組
の
番
頭
付
与
力
が
詰
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
❹
と
同
じ
く
、
二
之
丸
へ
の
往
来

お
よ
び
米
蔵
を
見
張
る
機
能
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

❻
御
料
理
之
間
／
二
之
丸
大
番
所
・
東
大
番
所
（
口
絵
５
）

　

現
在
、
元
離
宮
二
条
城
に
お
い
て
「
御
清
所
」と
呼
ぶ
建
物
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
は
「
御

料
理
之
間
」
、
あ
る
い
は
「
二
之
丸
大
御
番
所
」
「
東
大
御
番
所
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
こ
は
四

つ
の
部
屋
か
ら
な
り
、
中
央
の
小
部
屋
を
除
い
て
畳
敷
き
で
、
大
部
屋
に
は
囲
炉
裏
が
備
え

ら
れ
て
い
る
。
囲
炉
裏
か
ら
は
煙
突
が
出
て
お
り
、
煙
を
外
へ
排
出
し
た

）
11
（

。

　

二
之
丸
の
御
料
理
之
間
自
体
は
、
寛
永
行
幸
当
時
か
ら
存
在
し
た
（
中
井
（（
）
。
し
か
し

な
が
ら
、
行
幸
御
殿
が
取
り
壊
さ
れ
る
以
前
は
、
二
之
丸
御
殿
内
の
御
料
理
之
間
西
に
「
御

番
所
」
が
置
か
れ
て
お
り
、
取
り
壊
し
後
に
そ
の
機
能
が
御
料
理
之
間
へ
移
さ
れ
て
二
之
丸

大
番
所
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
11
（

。
大
番
所
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
以
降
も
「
御
料
理
之
間
」
と
は
言
う
が
、
行
幸
以
降
日
常
的
に
料
理
を
専
ら
と
し
て

用
い
て
い
た
記
録
は
な
い

）
1（
（

。
行
幸
御
殿
修
造
時
に
厩
が
置
か
れ
、
そ
れ
が
無
く
な
っ
て
以
降

も
同
所
を
御
厩
曲
輪
と
呼
び
習
わ
し
た
の
と
同
様
、
そ
の
機
能
に
か
か
わ
ら
ず
、
か
つ
て
の

名
称
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
本
丸
焼
失
以
前
は
、
本
丸
内
に
「
西
大
御
番
所
」
（
⓫
）

が
存
在
し
、
一
方
の
二
之
丸
大
番
所
は
「
東
大
御
番
所
」
と
呼
ば
れ
た
。
中
井
（5
に
は
❻
が

「
東
御
番
衆
詰
所
」
、
一
方
の
⓫
が
「
西
御
番
衆
詰
所
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
之
丸
の
大

番
所
に
は
東
御
番
衆
（
先
登
組
）
が
、
本
丸
の
大
番
所
に
は
西
御
番
衆
（
跡
登
組
）
が
詰
め

た
。
そ
し
て
、
焼
失
後
は
❻
の
み
が
大
番
所
と
な
り
、
東
西
双
方
の
番
衆
の
詰
所
と
な
っ
た
。

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
「
雑
事
記
」
（
請
求
記
号
：
二
一
三-

〇
〇
三
二
、
『
紀
要
』
第

三
号
に
翻
刻
を
掲
載
）
に
は
、
二
条
在
番
は
「
一
ヶ
所
の
御
番
所
を
両
組
に
て
八
番
に
勤
む
」

た
め
、
二
ヶ
所
の
御
番
所
に
勤
番
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
坂
在
番
よ
り
も
好
ま
し
い
と
記

さ
れ
て
い
る
が
、
勤
め
る
べ
き
御
番
所
が
一
ヶ
所
し
か
な
い
の
は
、
西
大
番
所
が
大
火
に
よ
っ

て
焼
失
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
二
之
丸
大
番
所
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
機
能
が
あ
っ
た
。
番
衆
の
詰
所
と
し
て

の
機
能
と
、
幕
府
関
係
者
と
番
衆
と
の
対
面
所
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。

①
詰
所
と
し
て
の
機
能

　

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
之
丸
大
番
所
に
は
東
西
の
番
衆
が
輪
番
で
詰
め
た
。
お
そ
ら
く
、

月
番
の
番
衆
が
担
当
す
る
月
に
詰
め
た
の
だ
ろ
う
。

　

❹
同
心
番
所
の
項
で
も
述
べ
た
通
り
、
も
と
二
之
丸
大
番
所
、
現
在
の
御
清
所
内
部
の
柱

や
壁
面
に
は
、
膨
大
な
数
の
落
書
き
が
残
さ
れ
て
い
る
。
口
絵
６
に
挙
げ
た
絵
も
そ
の
ひ
と

つ
で
、
多
く
は
墨
や
掘
り
疵
・
掻
き
疵
に
よ
る
文
字
で
あ
る
。
そ
の
一
例
を
写
真
２
に
挙
げ
た
。

故
郷
を
想
う
歌
の
よ
う
な
も
の
や
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
に
「
下
立
売
下
ル
武
衛

（
ヵ
）

町
」

で
火
事
が
あ
っ
た
と
い
う
旨
の
文
言
も
見
え
る
が
、
多
く
は
「
年
月
日
・
『
大
納
帰
（
あ
る

い
は
大
泊
納
）
』
と
い
う
文
言
・
名
前
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
年
月
日
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
三
月
末
～
四
月
上
旬
の
日
付
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

は
二
条
在
番
の
交
代
の
時
期
に
あ
た
る
。
ま
た
、
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
の
中
に
は
「
四
月
有

明
帰
府
」
（
四
月
、
明
け
方
に
江
戸
へ
帰
る
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
書
か
れ
て

い
る
の
は
大
番
士
の
名
前
で
あ
る
。
例
え
ば
口
絵
６
に
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
の
も

の
と
し
て
「
平
岩
親
信
・
長
尾
景
親
・
雨
宮
正
央
・
八
重
盛
教
道
」
と
あ
る
。
平
岩
親
信
は

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
か
ら
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
ま
で

）
1（
（

、
長
尾
景
親
は
宝
暦
五
年
（
一

七
五
五
）
か
ら
間
を
空
け
て
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
以
降
ま
で

）
1（
（

、
八
重
盛
教
道
は
寛
保
元
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年
（
一
七
四
一
）
か
ら
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
ま
で

）
15
（

大
番
組
に
属
し
た
番
士
で
あ
る
。
雨

宮
正
央
は
大
番
組
と
し
て
の
活
動
は
不
明
だ
が
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
に
御
小
性
組
と

し
て
見
え
る

）
1（
（

。
ち
な
み
に
、
宝
暦
七
年
四
月
に
在
番
を
終
え
帰
府
し
た
の
は
、
七
番
組
（
番

頭
は
酒
井
忠
香
）
と
一
〇
番
組
（
番
頭
は
堀
田
正
実
）
の
大
番
衆
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
勘

案
す
る
と
、
帰●

府
を
控
え
た
番
衆
は
、
大●

番
所
勤
め
を
納●

め
る
最
後
の
日
に
、
在
番
の
痕
跡

を
残
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
御
清
所
の
落
書
き
に
つ
い
て
は
引
き
続

き
調
査
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

②
対
面
所
と
し
て
の
機
能

　

本
書
所
収
「
二
条
在
番
諸
絵
図
外
絵
図
」
の
（
・
5
・
1（
・
（1
（
以
下
、
諸
絵
図
○
と
表
記
）

に
見
え
る
よ
う
に
、
二
之
丸
大
番
所
は
老
中
・
所
司
代
・
目
付
が
来
城
し
た
際
の
番
頭
・
番

衆
と
の
対
面
所
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
老
中
松
平

乗
全
と
所
司
代
内
藤
信
親
が
来
城
し
た
際
は
、
両
者
は
北
御
門
か
ら
入
城
し
北
御
門
櫓
を
見

分
し
た
後
、
二
之
丸
御
門
を
く
ぐ
っ
て
米
蔵
と
台
所
を
見
分
、
そ
の
後
二
之
丸
大
番
所
に
上

が
り
、
組
頭
が
着
座
場
所
の
案
内
を
し
た
。
着
座
後
、
老
中
松
平
は
上
意
を
申
し
渡
し
、
番

頭
ら
が
御
礼
を
述
べ
、
老
中
・
所
司
代
は
退
出
し
て
い
る

）
17
（

。
こ
の
よ
う
に
、
二
之
丸
大
番
所

に
は
老
中
や
所
司
代
、
目
付
、
番
頭
の
出
座
が
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
彼
ら
が
落
書
き
を
ど

う
認
識
し
て
い
た
の
か
は
知
る
術
が
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
咎
め
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。

❼
廊
下
橋
御
門
番
所

　

本
丸
と
二
之
丸
を
つ
な
ぐ
廊
下
橋
付
近
に
存
在
し
た
番
所
で
あ
る
。
絵
図
類
に
は
単
に
「
番

所
」
と
あ
る
が
、
中
井
家
文
書
の
「
所
々
鎰
有
所
之
覚
」
に
「
廊
下
橋
同
心
番
所
」
と
、
京

都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
中
井
家
文
書
の
「
二
条
御
城
中
御
廊
下
橋
御
普
請
仮
小
屋
絵
図

）
18
（

に
も

「
同
心
御
門
番
所
」
と
あ
っ
て
、
東
西
番
頭
の
同
心
が
詰
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
貞

享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
破
損
見
分
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
番
所
が
置
か
れ
た
東
寄
三
間
分
に

床
が
張
ら
れ
て
い
た

）
19
（

。
ち
な
み
に
、
廊
下
橋
南
御
門
お
よ
び
廊
下
橋
二
階
は
両
番
頭
に
よ
り

厳
重
に
封
印
が
施
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

❽
東
御
門
番
所

　

二
条
城
内
で
唯
一
独
立
し
た
番
所
と
し
て
現
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
口
絵
４
）
。
中

井
（5
に
は
「
山
岡
七
右
衛
門
与
力
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
山
岡
七
右
衛
門
は
『
柳
営
補
任
』

の
「
二
条
御
城
代
」
の
項
に
最
後
の
城
代
と
し
て
見
え
る
人
物
で
あ
る
。
同
史
料
に
は
、「
（
前

略
）
廿
日
代
り
東
西
御
門
番
勤
、
但
西
御
門
二
条
御
城
番
ト
号
、
往
古
ハ
壱
人
宛
、
同
心

三
十
人
属
ス
、
山
岡
七
右
衛
門
跡
江

御
定
番
弐
人
被
仰
付
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
東
西
御
門
の

警
固
に
つ
い
て
今
一
度
確
認
し
て
お
く
と
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
伏
見
城
門
番
を
つ

と
め
て
い
た
春
日
・
柘
植
が
二
条
定
番
（
東
御
門
は
城
代
と
も
言
う
）
と
な
り
、
春
日
が
東

大
手
門
を
、
柘
植
が
西
御
門
の
警
固
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
元
禄
一
二

年
（
一
六
九
九
）
に
御
門
番
組
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、
両
御
門
番
頭
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
与
力

一
〇
騎
、
同
心
二
〇
人
が
所
属
す
る
体
制
と
な
る

）
（1
（

。
こ
の
再
編
成
前
の
最
後
の
城
代
が
山
岡

七
右
衛
門
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
は
絵
図
類
に
「
御
門
番
預
り
」
と
あ
る

）
（（
（

。
す
な
わ
ち
、
東
御
門
番
所
は
一
貫
し
て
城

代
（
定
番
）
あ
る
い
は
そ
の
後
続
と
な
る
御
門
番
組
の
管
轄
で
あ
っ
て
、
二
条
在
番
が
担
当

す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

❾
北
中
仕
切
門
の
番
所

　

北
中
仕
切
門
付
近
に
存
在
し
た
番
所
。
絵
図
類
に
は
単
に
「
番
所
」
と
あ
る
。
表
１
に
見

え
る
「
北
突
違
御
門
」
付
近
の
番
所
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
寛
永

の
時
点
で
存
在
し
た
南
中
仕
切
門
の
番
所
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
所
に
西
番
衆
小
屋

が
建
て
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

❿
西
番
頭
小
屋
の
番
所

　

歴
彩
中
井
に
は
「
番
所
」
と
あ
る
が
、
ほ
か
に
は
見
え
な
い
。
西
番
頭
小
屋
の
門
番
所
か
。

⓫
本
丸
大
番
所
／
西
大
番
所

　

❻
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
丸
大
番
所
は
本
丸
北
西
に
位
置
し
て
い
た
が
、
天
明
八
年
（
一

七
八
八
）
の
大
火
に
よ
る
本
丸
火
災
に
伴
い
焼
失
し
、
そ
の
後
再
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
大
火
以
前
の
絵
図
で
は
、
⓫
が
「
西
大
御
番
所
」
、
❻
が
「
東
大
御
番
所
」
と
呼
び
分

け
ら
れ
て
い
る
が
、
焼
失
後
は
❻
の
み
大
番
所
、
あ
る
い
は
二
之
丸
大
番
所
と
称
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
ま
た
、
二
章
で
述
べ
る
「
誓
詞
箱
」
は
、
焼
失
前
は
西
大
番
所
に
置
か
れ
て
い

た
が
、
焼
失
後
は
東
大
番
所
（
二
之
丸
大
番
所
）
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

）
（（
（

。
な
お
、
西

大
番
所
の
東
隣
に
は
金
蔵
が
存
在
し
た
。
二
之
丸
大
番
所
の
隣
に
も
金
蔵
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
大
番
所
は
番
衆
の
詰
所
で
あ
り
、
か
つ
金
蔵
を
警
固
す
る
機
能
を
あ
わ

せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⓬
西
奥
番
所
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近世における二条城の「番所」（杉谷）

　

中
井
（5
に
は
「
鈴
木
市
兵
衛
与
力
同
心
」
と
あ
る
。
鈴
木
市
兵
衛
は
、
❽
で
述
べ
た
山

岡
七
右
衛
門
と
同
時
期
の
二
条
定
番
で
、
同
じ
く
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
に
門
番
頭
へ
と

替
わ
る
前
の
最
後
の
定
番
で
あ
っ
た
。
諸
絵
図
（（
に
は
、
「
御
門
番
頭
小
林
弥
兵
衛
」
と
あ
り
、

東
御
門
番
所
同
様
、
こ
の
番
所
は
御
門
番
組
の
管
轄
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
東
御
門
番
所
と
対

に
な
る
西
御
門
番
所
は
こ
の
西
奥
番
所
を
指
す
。
そ
し
て
、
諸
絵
図
（（
や
「
手
留
」
文
政
三
年
（
一

八
二
〇
）
四
月
一
七
日
条
に
見
え
る
よ
う
に
、
二
条
在
番
の
交
代
に
際
し
、
番
頭
は
西
御
門
か

ら
城
入
り
し
、
御
門
番
頭
の
案
内
で
西
奥
番
所
へ
入
り
交
代
の
儀
を
行
っ
て
い
る
。

⓭
枡
形
番
所
／
札
番
所
お
よ
び
切
手
番
所

　

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
「
二
条
御
城
中
西
御
門
幷
内
廻
出
来
形
絵
図

）
（（
（

」
に
「
枡
形
番
所
」

と
あ
る
通
り
、
西
門
の
枡
形
に
配
置
さ
れ
た
番
所
で
あ
る
。
諸
絵
図
（（
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
こ
に
は
札
番
所
と
切
手
番
所
が
併
設
さ
れ
て
い
た
（
左
図
）
。
中
井
（5
に
は
「
両
御
番
頭

家
来
札
改
番
所
」
と
あ
る
。
ま
た
幕
末
の
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
両
番
頭
が
所
司
代
に

宛
て
た
城
内
警
衛
に
関
す
る
覚

）
（5
（

に
は
「
西
御
門
切
手
番
所
、
私
共
家
来
人
数
相
増
、
昼
夜
共

勤
番
為
仕
可
申
候
事
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
札
番
所
・
切
手
番
所
と
も
に
枡
形
御
門
番
所

に
は
両
番
頭
の
家
来
が
詰
め
た
。
ま
た
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
丹
波
亀
山
藩
及
川
家

の
及
川
周
広
が
、
諸
家
の
絵
図
か
ら
情
報
を
補
記
し
た
と
い
う
「
二
条
城
図

）
（（
（

」
に
は
、
「
此

枡
形
内
番
所
御
定
番
同
心
一
人
、
両
番
頭
ゟ
侍
一
人
、
徒
一
人
ツ
ヽ
相
詰
、
出
入
之
札
相
改

也
」
と
い
う
小
書
が
あ
る
。
す
で
に
定
番
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
定
番
が
そ
の
後
身
に

あ
た
る
御
門
番
の
こ
と
と
解
釈
す
る
と
、
こ
の
枡
形
番
所
に
は
御
門
番
組
同
心
一
人
と
、
両

大
番
頭
の
家
来
（
侍
二
人
、
徒
二
人
）
が
詰
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
札
と
切
手
は
、
ど
ち
ら
も
二
条
城
に
入
城
す
る
た
め
の
許
可
証
で
あ
っ
た
。
二
条

在
番
を
担
当
す
る
大
番
組
の
番
衆
は
、
京
都
へ

の
出
立
前
に
番
頭
か
ら
「
御
城
御
門
木
札
」
を

手
渡
さ
れ
て
い
る

）
（7
（

。

　

ま
た
、
「
二
条
在
番
登
前
留
下
帳
上

）
（8
（

」
の
札
番

所
宛
の
覚
書
に
は
、
「
初
而　

御
城
中
へ
出
入
候

医
師
者
、
迎
送
札
ニ
而
組
頭
衆
奥
書
之
紙
切
手

番
頭
裏
判
有
之
者
通
し
可
申
候
、
二
度
目
よ
り

ハ
迎
送
札
ニ
組
頭
衆
裏
判
之
紙
切
手
ニ
て
可
通

之
事
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
て
二
条
城
に
出
入
り
す
る
医
者
に
は
、
迎
送
札
＋
組

頭
衆
の
奥
書
と
番
頭
の
裏
判
を
捺
し
た
切
手
を
持
参
す
れ
ば
入
城
を
許
可
し
、
二
度
目
以
降

は
迎
送
札
＋
組
頭
衆
が
裏
判
を
捺
し
た
切
手
を
持
参
す
れ
ば
入
城
を
許
可
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
よ
う
に
、
札
と
切
手
は
セ
ッ
ト
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
元
禄
一
〇
年

（
一
六
九
七
）
頃
の
「
御
番
所
へ
極
月
相
渡
候
諸
道
具
之
覚
」
（
中
井
家
文
書
）
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

一
、
西
之
御
門
札
番
所
へ
拙
者
共
判
鑑
之
札
遣
置
申
候
、
是
者
御
城
外
御
破
損
之
節
諸
道

具
出
候
拙
者
共
切
手
札
ニ
而
出
申
候
、
此
旨
前
方
御
番
頭
江

申
上
、
鑑
札
も
懸
御
目
、

御
番
頭
ゟ
札
改
番
所
へ
被
遣
候
、
右
之
切
手
札
拵
候
而
拙
者
共
月
番
之
方
ニ
指
懸
申
候
、

　

文
意
が
取
り
づ
ら
い
部
分
が
あ
る
が
、
中
井
の
署
判
と
印
鑑
を
付
し
た
札
（
番
頭
が
目
を

通
し
札
番
所
に
渡
し
た
も
の
）
が
札
番
所
に
渡
さ
れ
、
城
外
に
破
損
箇
所
が
あ
っ
た
際
に
諸

道
具
を
持
ち
出
す
場
合
、
こ
れ
に
加
え
て
中
井
か
ら
用
意
し
た
切
手
札
（
月
番
の
者
に
渡
し

た
）
を
持
参
す
れ
ば
、
西
御
門
を
通
行
す
る
こ
と
が
出
来
た
、
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
か

）
（9
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
枡
形
番
所
に
近
接
す
る
西
御
門
の
控
柱
の
貫
に
も
ま
た
、
多
く
落
書
き
が
残

さ
れ
て
い
る

）
（1
（

（
写
真
３
）
。
此
処
の
落
書
き
は
番
所
に
残
さ
れ
た
も
の
と
違
い
、
多
く
は
絵
で
、

狐
や
船
、
ま
た
馬
印
と
思
わ
れ
る
も
の
が
掘
ら
れ
て
い
る
。
一
部
の
文
字
に
は
「
元
文
二
年
巳

四
月
十
一
日
」
と
あ
り
、
ま
た
「
遠
江
国
豊
田
郡
□
﨑
村
」
と
い
っ
た
地
名
も
見
ら
れ
、
京
都

外
か
ら
や
っ
て
き
た
者
が
在
城
の
証
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

）
（1
（

。

⓮
高
麗
御
門
与
力
番
所
（
本
丸
の
与
力
番
所
）

　

本
丸
消
失
前
に
あ
っ
た
、
本
丸
金
蔵
西
側
の
番
所
。
中
井
（5
に
は
「
西
御
番
頭
与
力
御
番
所
」

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
丸
焼
失
前
に
は
、
本
丸
は
西
組
、
二
之
丸
は
東
組
と
い
う
分
担
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

⓯
高
麗
御
門
同
心
番
所
（
本
丸
の
同
心
番
所
）

　

本
丸
西
橋
に
存
在
し
た
高
麗
御
門
付
近
に
置
か
れ
た
番
所
。
中
井
（5
に
は
「
西
御
番
頭
同

心
御
番
所
」
と
あ
る
。
な
お
、
本
丸
西
橋
も
天
明
の
大
火
に
よ
り
罹
災
し
、
架
橋
さ
れ
て
い

な
い
時
期
が
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
こ
の
期
間
に
は
番
所
も
存
在
し
て
お
ら
ず
、
実
際
天
保

一
四
年
（
一
八
四
三
）
の
歴
彩
中
井
に
は
、
本
丸
西
橋
お
よ
び
高
麗
御
門
番
所
は
描
か
れ
て

い
な
い
。
一
方
、
幕
末
に
本
丸
天
守
台
か
ら
撮
影
さ
れ
た
写
真
（
松
戸
市
戸
定
歴
史
館
所

蔵
）
（（
（

）
に
は
西
橋
が
写
っ
て
お
り
、
橋
は
何
時
か
の
時
点
で
再
建
さ
れ
た
ら
し
い
。
な
お
、
焼

札
番
所

切
手

番
所

冠
木
御
門

●枡形番所

（諸絵図 42 より作成）
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失
後
を
描
く
宮
内
庁
中
井
に
は
、
橋
・
高
麗
御
門
お
よ
び
こ
の
同
心
番
所
が
描
か
れ
て
お
り
、

こ
の
番
所
も
再
建
さ
れ
た
期
間
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
。

⓰
米
見
番
所

　

歴
彩
中
井
に
は
「
米
見
番
所
」
と
あ
る
が
、
ほ
か
の
絵
図
に
は
単
に
「
米
見
所
」
と
あ
る
。

米
蔵
を
警
固
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
様
の
「
米
見
所
」
は
そ
れ
ぞ

れ
の
米
蔵
付
近
に
置
か
れ
て
い
た
。
中
井
家
文
書
の
「
御
城
内
外
跡
御
修
復
箇
所
之
内
手
伝

方
永
野
屋
七
右
衛
門
請
負
之
分
仕
分
御
入
用
内
訳
帳
」
と
い
う
史
料
に
は
、
「
二
之
丸
御
台

所
前
御
米
蔵
附
米
見
番
所
」
と
あ
り
、
絵
図
に
は
番
所
と
記
さ
れ
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
は
米

見
番
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
他
―
―
城
外
の
番
所

　

表
１
に
城
外
番
所
が
二
条
城
作
事
と
し
て
見
え
る
よ
う
に
、
二
条
城
外
の
周
囲
に
は
六
ヶ

所
の
番
所
が
置
か
れ
て
い
た

）
（（
（

。
城
外
の
番
所
に
つ
い
て
は
史
料
が
少
な
く
、
そ
の
実
態
は
不

明
な
が
ら
、『
京
都
町
触
集
成
』
に
は
「
御
城
番
場
六
番
所
」と
あ
る

）
（（
（

。
安
政
元
年
の
覚

）
（5
（

に
は
、「
御

城
外
柵
木
戸
内
往
来
之
者
共
、
口
々
番
所
に
而
相
改
候
之
様
奉
存
候
事
」
と
あ
り
、
口
々
（
三

条
口
、
竹
屋
町
口
な
ど
）
に
置
か
れ
た
番
所
で
、
往
来
の
者
の
改
め
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　

ま
た
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
「
二
条
在
番
着
後
留

）
（（
（

」
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
四
月
二
二

日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
右
進
達
書
備

（
遠
藤
胤
富
、
大
番
頭
）

前
守
召
使
ニ
付
我

（
建
部
政
賢
、
大
番
頭
）

等
壱
人
大

（
堀
田
正
順
、
所
司
代
）

蔵
大
輔
殿
江

罷
越
、
進
達
候
処
、
御
承

知
之
旨
被
御
申
聞
候
、

（
中
略
）

浅
野
壱

（
長
致
、
大
番
頭
）

岐
守
組
江
戸
表
跡
立
之
御
番
衆
道
中
川
支
ニ
而
、
今
朝
上
着
仕
候
、
依
之

備
前
守
組
跡
立
之
御
番
衆
、
明
廿
三
日
御
番
代
仕
候
ニ
付
、
夜
八
時
ゟ
人
馬　

御

城
内
江

呼
入
申
候
間
、
三
条
口
柵
木
戸
無
滞
入
候
様
、
被
仰
付
可
被
下
候
、
以
上
、

四
月
廿
二
日　
　
　

 

遠
藤
備
前
守

建
部
内（

政

賢

）

匠
頭

　

こ
の
と
き
、
二
条
城
に
は
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
の
跡
登
組
番
頭
遠
藤
胤
富
と
、
寛
政

一
〇
年
の
先
登
組
番
頭
建
部
政
賢
が
在
城
し
て
い
た
。
こ
の
両
者
か
ら
所
司
代
に
宛
て
、
川

止
め
の
た
め
遅
れ
て
城
入
す
る
番
衆

）
（7
（

（
寛
政
一
〇
年
跡
登
組
、
番
頭
は
浅
野
長
致
）
の
、
三

条
柵
木
戸
の
通
行
を
許
可
す
る
よ
う
願
い
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
口
々
柵
木
戸
の
通
行
許

可
を
出
す
の
は
所
司
代
で
あ
っ
た
。

二　

番
所
の
機
能

（
１
）
二
条
城
の
御
蔵
と
番
所

　

前
章
に
て
見
た
よ
う
に
、
ま
た
図
１
と
図
２
を
見
比
べ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
二
条
城
の
番

所
は
各
門
前
だ
け
で
な
く
、
御
蔵
の
そ
ば
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
番
所

に
は
御
蔵
の
警
固
と
し
て
の
機
能
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

飯
島
千
秋
氏
に
よ
れ
ば
、
二
条
城
の
御
蔵
は
寛
永
行
幸
に
備
え
た
一
連
の
普
請
事
業
の
中

で
修
築
さ
れ
、
正
徳
期
（
一
七
一
一-

一
六
）
頃
に
は
城
内
三
ヶ
所
に
三
棟
一
一
戸
前
が
、

城
外
に
一
一
棟
二
二
戸
前
が
存
在
し
た
。
ま
た
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
段
階
で
は
城
内
に

五
棟
一
七
戸
前
、
城
外
に
一
二
棟
二
四
戸
前
、
証
文
蔵
一
ヶ
所
と
縄
藁
入
蔵
一
ヶ
所
が
存
在

し
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
数
は
増
加
し
て
い
る

）
（8
（

。
さ
ら
に
、
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
頃
に

は
二
条
城
に
金
蔵
が
存
在
せ
ず
、
金
蔵
で
は
な
い
御
蔵
に
幕
府
の
銀
子
が
納
め
ら
れ
て
い
た

と
言
う
が

）
（9
（

、
元
禄
六
～
一
二
年
の
様
子
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
中
井
（5
に
は
は
っ
き
り

と
「
金
蔵
」
が
描
か
れ
、
そ
ば
に
は
番
所
も
見
え
る
。

（
２
）
番
所
に
何
を
置
い
た
か

　

記
録
類
に
は
番
所
に
様
々
な
物
を
置
い
て
い
た
様
子
が
見
え
、
警
備
に
留
ま
ら
な
い
番
所

の
位
置
づ
け
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
節
で
は
、
番
所
に
置
か
れ
て

い
た
物
を
通
じ
て
そ
の
機
能
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

①
御
黒
印
・
御
下
知
状
・
誓
詞
箱
を
置
く

　

「
手
留
」
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
四
月
二
六
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
右
相
済
、
二
丸
御
番
所
ニ
有
之　

御
黒
印
・
御
下
知
状
之
箱
幷
誓
詞
箱
、
今
朝

出
（
大
久
保
教
孝
※
大
番
頭
）

雲
守
小
屋
江

取
寄
セ
被
置
候
ニ
付
、
封
印
切
拝
見
之
上　

御
黒
印
・
御
下
知
状
入

半
櫃
、
且
誓
詞
箱
之
鍵
、
是
又
封
し
候
而
、
両
封
印
い
た
し
候
上
、
出
雲
守
ゟ
二
丸

御
番
所
江

差
越
置
被
申
候
、
尤
切
り
替
之
節
者
用
方
之
者
罷
出
候
、

　

右
の
前
文
で
は
、
両
番
頭
が
組
頭
衆
と
面
会
、
例
格
の
書
付
お
よ
び
所
司
代
よ
り
下
さ
れ

た
在
番
の
心
得
を
組
頭
へ
達
し
て
挨
拶
を
か
わ
し
、
各
役
者
が
誓
詞
の
血
判
を
行
う
な
ど
、

在
番
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
。
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近世における二条城の「番所」（杉谷）

　

こ
こ
で
見
え
る
御
黒
印
・
御
下
知
状
は
、「
手
留
」
に
「
寛
永
十
七
年
三
月
七
日
御
黒
印
壱
通
」

「
慶
長
十
八
年
七
月
十
八
日
御
黒
印
写
壱
通
」
「
下
知
状
幷
伏
見
下
知
状
写
壱
通
ツ
ヽ
」
と
あ

る
。
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
三
月
七
日
の
御
黒
印
お
よ
び
下
知
状
は
、
同
日
に
幕
府
が

二
条
と
大
坂
の
在
番
に
下
し
た
、
在
番
の
心
得
を
定
め
た
条
々
を
指
す

）
（1
（

。

　

ま
た
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
七
月
一
八
日
の
御
黒
印
写
お
よ
び
下
知
状
写
は
、
次
の

黒
印
状
と
こ
れ
に
付
随
す
る
下
知
状
が
写
さ
れ
た
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

伏
見
在
番
之
面
々
江

之
御
条
目
幷
下
知
状

伏
見
城
在
番
中
法
度

一
、
喧
嘩
口
論
堅
令
停
止
之
上
、
於
違
背
之
輩
者
、
不
論
理
非
、
双
方
可
為
成
敗
、

或
親
類
、
或
依
知
音
之
好
、
令
荷
担
者
、
従
本
人
為
曲
事
之
条
厳
重
可
申
付
事
、

一
、
自
然
如
何
様
之
儀
雖
有
之
、
不
可
出
城
中
事
、

一
、
在
番
中
、
若
有
用
所
、
於
罷
出
者
、
番
頭
両
人
江

相
尋
、
可
任
其
意
、
番
頭
用
所

付
而
者
番
衆
中
江

相
断
へ
き
事
、

右
厳
密
可
申
付
之
、
令
用
捨
濫
之
儀
有
之
者
、
両
人
可
為
曲
事
者
也
、

慶
長（

十
脱
）

八
年
七
月
十
七
日　

御
黒
印

井
伊
掃（

直

孝

）

部
頭
と
の
へ

渡
邊
山（

茂

）

城
守
と
の
へ

　

な
ぜ
伏
見
城
の
在
番
中
法
度
が
封
印
を
施
さ
れ
大
番
所
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
伏
見
城
の
廃
城
お
よ
び
二
条
城
の
警
衛
体
制
確
立
の
歴
史
が
関
係
し
て
い
る
。
以
下
、

渡
邊
忠
司
氏
の
論
稿

）
（1
（

よ
り
そ
の
経
緯
を
ま
と
め
て
お
く
。
二
条
城
の
築
城
当
初
、
徳
川
氏
の

軍
事
拠
点
は
伏
見
城
で
あ
っ
た
。
慶
長
一
二
年
に
は
伏
見
城
の
城
代
に
松
平
定
勝
、
大
番
頭

に
右
の
史
料
に
見
え
る
渡
邊
茂
が
配
置
さ
れ
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
に
は
在
番
が
一
年

交
代
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
伏
見
城
の
廃
城
が
決
定
、

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
は
伏
見
城
の
天
守
が
二
条
城
に
移
築
さ
れ
た
。
徳
川
政
権
は
廃

城
前
に
伏
見
城
の
恒
常
的
警
衛
態
勢
を
整
え
て
お
り
、
こ
の
伏
見
城
の
守
衛
部
隊
が
二
条
城

へ
移
り
、
二
条
城
の
警
衛
体
制
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に

は
渡
邊
茂
が
二
条
定
番
に
任
命
さ
れ
、
ま
た
前
述
の
通
り
、
伏
見
城
の
御
門
警
衛
を
担
当
し

て
い
た
春
日
・
柘
植
も
二
条
定
番
へ
移
っ
た
。
春
日
・
柘
植
は
東
御
門
・
西
御
門
の
警
備
を

担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
渡
邊
は
二
条
城
代
と
な
り
、
ま
た
渡
邊
が
大
番
頭
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
二
条
城
は
大
番
組
に
所
属
す
る
番
衆
三
〇
人
二
組
、
ま
た
城
代
に
附
属
す
る
同
心

三
〇
人
が
渡
邊
の
配
下
と
し
て
二
条
城
を
守
衛
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
渡
邊
は
寛
永
一
二
年

（
一
六
三
五
）
に
職
を
解
か
れ
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
大
番
頭
保
科
正
貞
・
安
部
信
盛
が
在
番

を
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
番
衆
五
〇
人
を
引
き
連
れ
て
二
条
城
へ
や
っ
て
き
た
。
こ
れ
が

二
条
在
番
の
「
濫
觴

）
（（
（

」
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
大
雑
把
に
言
え
ば
伏
見
在
番
は
二
条
在
番
の
前
身
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
伏

見
在
番
に
下
さ
れ
た
在
番
中
法
度
が
、
二
条
在
番
の
基
本
法
則
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
大
番
所

に
て
厳
重
に
保
管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
「
誓
詞
箱
」
と
は
、
そ
の
名
の
通
り
誓
詞
を
入
れ
る
箱
で
あ
る
。
誓
詞
と
は
起
請
文

の
こ
と
で
、
初
め
て
二
条
在
番
に
従
事
す
る
番
衆
は
出
立
前
に
誓
詞
を
提
出
し
、
精
勤
を
神

仏
に
誓
う
必
要
が
あ
っ
た

）
（（
（

。
ま
た
城
入
り
の
儀
礼
の
際
、
御
破
損
奉
行
や
御
弓
奉
行
な
ど
の

役
者
は
、
番
頭
の
右
筆
が
誓
詞
罰
文
を
読
み
上
げ
た
後
、
こ
れ
に
血
判
を
据
え
提
出
し
て
い

る
。
提
出
さ
れ
た
誓
詞
は
箱
に
入
れ
て
両
番
頭
の
封
印
を
施
し
、
二
之
丸
大
番
所
に
て
保
管

さ
れ
た
。
ま
た
誓
詞
箱
の
鍵
は
「
月
番
箱
」
と
い
う
月
番
の
番
頭
が
持
ち
回
る
箱
に
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
御
黒
印
・
御
下
知
状
・
誓
詞
と
も
に
厳
重
な
管
理
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
在
番
と
し
て
の
心
構
え
を
規
定
し
た
文
書
で
あ
り
、
こ
れ
が
二
之
丸
大
番
所
に

保
管
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
が
二
条
在
番
に
と
っ
て
の
城
内
に
お
け
る
拠
点
で

あ
っ
た
こ
と
を
概
念
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
諸
道
具
を
置
く

　

前
項
で
み
た
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
に
幕
府
か
ら
出
さ
れ
た
条
々
に
は
、
「
御
番
所

に
武
具
幷
得
道
具
可
置
之
事
」と
あ
る
。こ
の
条
文
の
通
り
、
番
所
に
は
武
器
類
が
置
か
れ
た
。

　

諸
絵
図
（（
に
は
、⓬
西
奥
番
所
に
置
か
れ
て
い
た
鑓
等
と
み
ら
れ
る
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。

右
側
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
三
つ
道
具
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
捕
り
物
に
使
用
す
る
突
棒
・

袖
搦
・
刺
股
を
表
す
。
ま
た
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
の
御
門
番
組
与
力
に
よ
る
「
月
番
控

帳
）
（（
（

」
に
は
、
西
奥
番
所
・
東
御
門
番
所
と
も
に
鑓
や
鉄
炮
な
ど
の
武
器
類
が
置
か
れ
て
い
た

こ
と
が
見
え
る
。

　

ま
た
「
二
条
二
之
丸
御
番
所
御
道
具
申
送
帳

）
（5
（

」
に
は
、
二
之
丸
大
番
所
に
置
か
れ
た
武
器

類
も
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鉄
炮
や
胴
乱
な
ど
武
具
に
類
す
る
も
の
の
ほ

か
、
御
紋
付
の
提
灯
や
御
門
の
海
老
錠
、
鋸
や
斧
と
い
っ
た
実
用
品
、
棕
櫚
箒
や
手
桶
な
ど
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の
掃
除
用
具
も
置
か
れ
て
い
た
。
各
道
具
は
、
二
条
在
番
の
入
れ
替
わ
り
時
に
、
員
数
や
疵

の
有
無
な
ど
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
修
復
や
新
調
が
行
わ
れ
た
。

③
所
々
の
鎰
を
置
く

　

各
番
所
に
は
、
城
内
各
所
の
鎰
も
置
か
れ
て
い
た
。
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
頃
の
も

の
と
考
え
ら
れ
る
「
所
々
鎰
有
所
之
覚
」（
中
井
家
文
書
）
に
は
、「
廊
下
橋
同
心
番
所
」（
❼
）

に
本
丸
玄
関
前
御
門
の
鎰
・
本
丸
玄
関
脇
埋
御
門
の
鎰
・
本
丸
玄
関
前
火
之
用
心
道
具
入
れ

の
鎰
（
破
損
奉
行
の
封
印
）
・
廊
下
橋
御
門
の
鎰
・
同
所
南
の
御
門
の
鎰
（
両
番
頭
が
箱
に

捺
印
）
・
同
所
北
の
開
戸
の
鎰
・
二
之
丸
堀
端
御
門
の
鎰
を
、
ま
た
「
高
麗
御
門
与
力
番
所
」

（
⓮
）
に
は
御
本
丸
艮
（
北
東
）
櫓
の
鎰
（
番
頭
が
箱
に
印
）
、
高
麗
御
門
の
鎰
、
御
廊
橋
二

階
の
鎰
、
御
焔
硝
石
蔵
戸
前
の
鎰
を
、
「
二
之
御
丸
与
力
番
所
」
（
❺
）
に
は
二
之
丸
火
用
心

道
具
を
入
れ
て
い
る
所
々
の
鎰
（
破
損
奉
行
の
封
印
）
を
置
い
て
い
た
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
世
の
二
条
城
で
は
あ
ら
ゆ
る
場
所
や
物
に
鎰
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
と
同
時
に
、
番
所
に
は
鎰
を
管
理
す
る
役
割
も
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
瑣
末
な
が
ら
二
条
城
の
番
所
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
寛
永
行
幸
が
行
わ
れ
た
当
時
に

は
、
各
門
々
の
警
固
を
中
心
と
し
て
番
所
が
配
置
さ
れ
て
い
た
が
、
城
内
に
蔵
が
建
て
ら
れ
、

幕
府
の
詰
米
や
銀
子
が
貯
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
と
連
動
し
て
か
、
番
所
の
数
も
増
え
、
こ

れ
ら
が
警
固
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を
担
当
し
た
の
は
、
主
に
二
条
在
番
の
与
力
や

同
心
で
、
ま
た
大
番
頭
の
家
来
・
足
軽
に
も
番
所
勤
め
の
職
務
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
行
く
と
、
築
城
時
～
行
幸
が
行
わ
れ
た
頃
の
二
条
城
と
、
将
軍
の
御
成
が

な
く
な
り
、
ま
た
城
内
に
二
条
在
番
の
居
住
施
設
が
整
え
ら
れ
て
以
降
の
二
条
城
と
で
は
、
そ

の
位
置
づ
け
や
役
割
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
近
世
に
お
け
る
二
条
城
は
、
幕
府
が

京
都
と
天
皇
・
朝
廷
を
守
護
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

）
（（
（

が
、
二
条

在
番
は
決
し
て
空
虚
な
シ
ン
ボ
ル
を
守
衛
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
実
質
的
に
言
え
ば
、
二

条
城
は
幕
府
の
貯
蔵
施
設
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
二
条
在
番

に
は
「
二
条
城
の
警
衛
」
が
任
さ
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
注
】

（
1
） 

詳
細
は
柴
﨑
謙
信
「
二
条
在
番
と
二
条
城
」
（
『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
第
一
号
、
二
〇

二
二
年
）
参
照
。

（
（
） 

今
和
泉
大
「
第
二
章 

二
条
城
大
改
造
（
寛
永
期
～
元
禄
期
）
」
（
『
平
成
三
〇
年
度
史
跡
二
条

離
宮
（
二
条
城
）
保
存
活
用
計
画
策
定
に
係
る
歴
史
調
査
業
務
報
告
書
［
概
要
版
］
』
二
〇

一
九
年
）
。
図
１
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
番
衆
長
屋
自
体
は
寛
永
行
幸
時
か
ら
存
在
し
た
。

（
（
） 

渡
邊
忠
司
「
近
世
二
條
城
蔵
詰
米
と
京
都
商
人
」
（
『
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
研

究
紀
要
』
一
〇
、
二
〇
一
三
年
）
。

（
（
） 

な
お
、
絵
図
を
用
い
る
際
に
注
意
が
必
要
な
の
は
、
そ
の
描
か
れ
た
年
代
や
内
容
が
い
つ
の

も
の
で
あ
る
の
か
明
確
で
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
に
加
え
、
図
の
主
旨
に
よ
り
存
在
し
て
も

描
か
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
西
組
与
力
同
心
小
屋
そ
ば
に
は

稲
荷
社
が
存
在
し
て
い
た
が
、
中
井
家
の
絵
図
に
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ

れ
は
稲
荷
社
が
大
工
頭
中
井
家
の
管
轄
外
の
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
） 

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
、
請
求
記
号
：
館
古
一
六
四-

三
〇
四-

一
。
同
じ
文
言
を

記
す
類
似
の
絵
図
が
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
喜
田
文
庫
に
も
あ
る
。

（
（
） 

番
頭
・
番
衆
の
居
住
区
域
は
東
西
に
分
か
れ
て
お
り
、
東
に
は
先
登
組
が
、
西
に
は
跡
登
組

が
居
住
し
た
。

（
7
） 

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
、
請
求
記
号
：
館
古
〇
二
三-

一
六
二-

六
。

（
8
） 

日
本
史
籍
協
会
編
『
所
司
代
日
記
』
文
久
元
年
六
月
九
日
条
。

（
9
） 

な
お
、
宮
内
庁
中
井
に
よ
れ
ば
、
唐
門
は
御
殿
番
三
輪
の
預
か
り
で
あ
っ
た
。

（
11
） 

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
中
井
家
文
書
「
七
番
終
大
御
番
所
廻
」（
請
求
記
号
：
中
井
家
絵
図
・

書
類
／
四
六-

一
〇
）
。

（
11
） 

天
保
一
四
年
の
歴
彩
中
井
に
は
「
御
料
理
之
間
、
当
時
大
番
所
」
と
あ
る
。
「
当
時
」
は
「
今
」

の
意
。

（
1（
） 

囲
炉
裏
が
あ
っ
た
た
め
煮
炊
き
は
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
料
理
の
た
め
の
施
設
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
。

（
1（
） 『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
以
下
『
諸
家
譜
』
）
巻
一
八
、
一
〇
五
頁
。

（
1（
） 『
諸
家
譜
』
巻
九
、
二
六
五
頁
。

（
15
） 『
諸
家
譜
』
巻
一
九
、
二
八
六
頁
。
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（
1（
） 『
諸
家
譜
』
巻
四
、
二
八
一
頁
。

（
17
） 『
紀
要
』
第
一
号
編
（1（
。

（
18
） 

請
求
記
号
：
中
井
家
絵
図
・
書
類
／
五
一-

九
。

（
19
） 

西
和
夫
・
荒
井
朝
江
「
二
条
城
二
階
廊
下
・
溜
り
の
部
材
調
査
と
復
原
に
つ
い
て
」
（
『
日
本

建
築
学
会
関
東
支
部
研
究
報
告
集
』
一
九
八
六
年
）
。

（
（1
） 「
手
留
」
文
政
三
年
五
月
一
五
日
条
。

（
（1
） 

渡
邊
忠
司
「
徳
川
政
権
と
京
都
二
條
城
警
衛
体
制
の
確
立
」（
『
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
』
三
、

二
〇
一
三
年
）
。

（
（（
） 

三
井
文
庫
旧
蔵
「
順
覧
筆
記
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
、
請
求
記
号
：
М
Ｘ-

三
〇
三-

六
）

に
は
、
「
東
御
門
に
番
処
あ
り
、
御
裏
門
番
の
組
頭
の
も
の
勤
番
」
と
あ
る
。
二
条
城
に
お

け
る
「
御
裏
門
」
が
何
を
示
す
の
か
は
不
明
。

（
（（
） 

中
井
家
文
書
「
諸
道
具
之
覚
」
。

（
（（
） 

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
中
井
家
文
書
、
請
求
記
号
：
館
古
〇
二
三-

一
五
九-

二
。

（
（5
） 『
大
日
本
古
文
書
』
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
五
、
三
九
五
頁
。

（
（（
） 

前
掲
注
（
5
）
。

（
（7
） 「
手
留
」
文
政
三
年
三
月
一
八
日
条
。

（
（8
） 

東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
図
書
室
法
制
史
資
料
室
蔵
、
請
求
記
号
：
甲
：
二
：
一
三
四
〇
。

（
（9
） 

城
内
出
入
の
た
め
の
木
札
の
雛
形
が
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
中
井
家
文
書
に
残
さ
れ
て

い
る
（
「
御
城
内
出
入
札
御
鑑
札
札
等
絵
図
」
請
求
記
号
：
中
井
家
絵
図
・
書
類
／
五
〇-

一
八
）
。

（
（1
） 

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
は
北
側
の
貫
に
し
か
見
え
な
い
。
「
手
留
」
文
政
三
年
四
月
一
七
日
条

の
番
頭
城
入
の
条
に
「
西
御
門
江

罷
越
候
所
、
御
門
片
扉
開
申
候
」
と
あ
り
、
西
御
門
は
片

側
の
み
開
か
れ
た
、
と
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
。

（
（1
） 

在
番
の
番
士
は
旗
本
で
あ
り
、
ま
た
与
力
や
同
心
も
江
戸
か
ら
や
っ
て
く
る
が
、
番
士
に
随

従
す
る
下
人
は
旗
本
領
の
在
地
か
ら
徴
発
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
（
岩
城
卓
二
「
在
坂
役
人

と
大
坂
町
人
社
会
」
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二

〇
〇
二
年
）
。
こ
こ
に
は
遠
江
国
と
あ
り
、
ま
た
四
月
の
日
付
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
も
二
条
在
番
に
伴
い
京
外
か
ら
や
っ
て
き
た
者
が
残
し
た
落
書
き
の
可
能
性
も
あ
る

が
、
詳
細
は
不
明
。

（
（（
） 

元
離
宮
二
条
城
事
務
所
編
『
史
跡
旧
二
条
離
宮
（
二
条
城
）
保
存
活
用
計
画
』
二
〇
二
〇
年

に
掲
載
の
写
真
七
四
。

（
（（
） 『
研
究
紀
要
元
離
宮
二
条
城
』
第
三
号
の
参
考
図
１
参
照
。

（
（（
） 『
京
都
町
触
集
成
』
巻
六-

一
五
三
九
、
一
五
八
〇
。

（
（5
）
前
掲
注
（
（5
）
。

（
（（
） 

請
求
記
号
：
Ｆ
Ｉ
Ｓ
／
〇
〇
〇
一
／
〇
二
〇
五
。

（
（7
） 

跡
登
番
頭
は
番
衆
の
後
に
上
京
す
る
。
ま
た
、
こ
の
と
き
夜
八
時
（
午
前
二
時
～
四
時
頃
）

に
人
馬
を
城
に
入
れ
て
い
る
が
、
「
手
留
」
に
も
同
時
刻
に
在
番
交
代
の
儀
が
開
始
さ
れ
、

城
入
り
す
る
番
衆
が
堀
端
に
て
行
列
を
な
し
て
い
る
様
子
が
見
え
、
在
番
の
交
代
は
こ
の
時

間
に
行
わ
れ
る
慣
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
文
政
三
年
四
月
一
七
日
条
、
翌
年
同
日
条
）
。

（
（8
） 

飯
島
千
秋
「
江
戸
幕
府
の
米
蔵
」
（
『
江
戸
幕
府
財
政
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、

初
出
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
（9
） 「
京
都
役
所
方
覚
書　

下
」
に
よ
る
。

（
（1
）  『
紀
要
』
第
一
号
の
編
（（9
。
黒
印
状
は
将
軍
が
直
接
発
給
者
と
な
っ
て
黒
印
を
捺
し
た
も
の
、

下
知
状
は
黒
印
状
に
書
か
れ
た
将
軍
の
上
意
を
老
中
が
下
達
、
黒
印
状
を
受
け
て
職
務
内
容

を
詳
し
く
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
（
菊
池
勇
夫
「
箱
館
奉
行
の
基
本
性
格
に
つ
い
て
―
―
黒

印
状
・
下
知
状
の
分
析
」
〈
『
北
方
史
の
な
か
の
近
世
日
本
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
、
初

出
一
九
八
七
年
〉
参
照
）
。

（
（1
） 

前
掲
注
（
（1
）
。

（
（（
） 『
慶
延
略
記
』
に
よ
る
。

（
（（
） 「
手
留
」
文
政
三
年
二
月
一
一
日
条
等
。

（
（（
） 

渡
邊
忠
司
編
『
近
世
京
都
二
條
城
御
門
番
組
与
力
記
録
』（
名
著
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
所
収
。

（
（5
） 

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵
、
請
求
記
号
：
館
古
五
〇
三
。

（
（（
） 

笠
谷
和
比
古
「
禁
裏
と
二
条
城
を
め
ぐ
る
政
治
的
表
象
」
（
『
武
家
政
治
の
源
流
と
展
開
』
清

文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年
）
。

【
付
記
】
本
文
中
使
用
し
た
史
料
の
閲
覧
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
各
所
に
謝
意
を

申
し
上
げ
ま
す
。
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行幸時の建物

取り壊した建物

番所

［凡例］

※〈 〉は中井34

「行幸御殿幷古御建物御取解不相成以前

　二条御城中絵図」により補足。

太
鼓
矢
倉

御
番
所

御
番
所

西御長屋蔵

御
番
所

御
番
所

御 番 所

御
番
所

御 番 所

御 番 所

御
門

御
番
所

御
番
所

御米蔵

御天守

火縄入

橋

御
鷹
部
屋

御番所

（西御門）

（
北
御
門
）

（東御門）

（
唐
門
）

御番衆長屋

御
番
衆
長
屋

御番衆長屋

御台所

御遠侍

御
橋
廊
下

御台所 御料理之間

御
土
蔵

御
台
所

御
土
蔵

御
土
蔵

御米蔵

塩
焇
蔵

御門

伺
候
之
間

坊
主
部
屋

役人衆部屋

御車屋 御車屋 御車屋

御蔵

御遠侍 御遠侍

御広間 御広間

御
式
台

御
小
広
間

蘇鉄之間

女
院
御
殿

女
院
御
殿

御
台
所

御
風
呂
屋

御土蔵

御
殿

御
殿

長屋

御
門

御 次 之 間御 次 之 間

御 舞 台

行
幸
御
殿

御
局
御
局

御 車 屋権
大
納
言

中
宮
御
殿

御 長 局
二
階
御
廊
下

御広間 御広間

御書院 御書院

御
殿
御
殿

御
料
理
之
間

坊主部屋

御 門

御蔵

御 馬 屋

御 門

御
年
寄
衆
部
屋

御
門

二
階

御
門

御
塩
焇
石
之

御
蔵

御
湯
殿

〈
番
所
〉

〈
番
所
〉

図１　行幸御殿取壊前の二条城内の番所配置

京都大学附属図書館蔵「二条御城中絵図」（請求記号：中井家絵図・書類 /52-4）をトレース。

便宜上番所を黒塗りで示した。
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図２-①　二条城内の番所配置

歴彩中井をトレース。⓫・⓮・⓯は中井 35 により補記した。

❶
❷ ❸

❹
❺

❻

❼

❽

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

⓰

⓯

︵
本
丸
跡
︶

︵
西
番
衆
小
屋
︶

︵
西
番
衆
小
屋
︶

︵
二
之
丸
御
殿
︶

︵
東
番
衆
小
屋
︶

︵
東
番
衆
小
屋
︶

︵
東
番
頭
小
屋
︶

︵
東
番
頭
小
屋
︶

︵
西
番
頭
小
屋
︶

︵
西
番
頭
小
屋
︶

（東御門）

（西御門）

（北御門）

︵
稲
荷
曲
輪
︶

︵
稲
荷
曲
輪
︶

（御厩曲輪）（御厩曲輪）（御破損小屋）

（米蔵）（米蔵）

（北中仕切門）（北中仕切門）

（米蔵）（米蔵）

（南中仕切門）（南中仕切門）

（唐門）

（天守台）

︵
焔
硝
蔵
︶

︵
焔
硝
蔵
︶

（鳴子門）

（米蔵）

（御台所）（御台所）

（高麗御門）（高麗御門）

（御料理之間）（御料理之間）

（金蔵）（金蔵）

（御廊下橋）（御廊下橋）

（御納戸蔵）（御納戸蔵）

（御座之間）（御座之間）

（西組同心小屋）（西組同心小屋）

︵
西
組
与
力
小
屋
︶

︵
西
組
与
力
小
屋
︶

（南御門）（南御門）

（米見所）（米見所）

（米見所）（米見所）

（米見所）（米見所）

（米蔵）

︵
東
組
同
心
小
屋
︶

︵
東
組
同
心
小
屋
︶

（東組与力小屋）（東組与力小屋）
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御
鉄
炮

同同同
御
鉄
炮

御広間

御書院

御遠侍

御座之間

御
年
寄
部
屋

御
天
守

御
納
戸
蔵

御金蔵

三
階
御
櫓

御
鉄
炮 附

天
守

土
間

御
門西大御番所

御鉄炮

御 弓

埋御門

同
同

同
同

同

同
同

同
同

同

御櫓

土間

二階御櫓

鉛御蔵

御 鉄 炮

同同

ハ
ン
所

ハ
シ

出
丸

御
門

同
清帳入

  古木

御 鉄 炮

鳴子御門

溜
御
門

御米蔵

橋

井
井 （

内
堀
）

南御門

御
天
守
幷
附
天
守
共 

寛
延
三
午
年
焼
失

御殿向御多門其外共 天明八申年焼失

（
貼
紙
）

（貼紙）





❼



図２-②　焼失前の本丸（行幸御殿撤去後）

中井 37「二条御城中絵図」より本丸部分のみトレース

文
化
十
三
年
丙
子
年
四
月
十
二
日
ヨ
リ

同
　
　
　
　
丁
丑
年
四
月
マ
テ

文
化
十
三
年
丙
子
年
四
月
十
二
日
ヨ
リ

同
　
　
　
　
丁
丑
年
四
月
マ
テ

文
化
乙
亥
年
四
月
十
三
日
交
代

文
化
乙
亥
年
四
月
十
三
日
交
代

松
平
伊
予
守
同
心

松
平
伊
予
守
同
心

加
納
大
和
守
同
心

加
納
大
和
守
同
心 文

化
十
五

　
戸
田
組
同
心

文
化
十
五

　
戸
田
組
同
心

写真１　❹二之丸御門同心番所の柱

写真２　❻御清所（御料理之間・

二之丸大番所）の東面小壁の柱

遠
江
国
豊
田
郡
□
﨑
村

遠
江
国
豊
田
郡
□
﨑
村

元
文
二
年

巳
四
月
十
二
日

元
文
二
年

巳
四
月
十
二
日

写真３　西御門の控柱の貫

※写真１・２・３とも通常非公開箇所



1（9

近世における二条城の「番所」（杉谷）

中井 35

元禄 6～ 12
（1693 ～ 1699）

中井 38

享和 2年

（1802）

―

番所

宮内庁中井

御番所〈御所

司与力同心〉

〈大御番頭足軽〉

番所

東御番頭同心

番所

番所〈東御番頭

与力〉

御料理之間

〈東御番衆詰所〉

両御番頭

同心番所

御番所〈山岡

七右衛門与力〉

〈西御番頭足軽〉

番所

西御番衆詰所

番所〈鈴木市

兵衛与力同心〉

〈両御番頭家来

札改〉番所

×

中井 93

本丸焼失前

番所

与力番所

柳番所

番所

与力番所

御料理之間

番所

番所

×

西大御番所

御門番（ヵ）
与力番所

番所／番所

米見所

×

中井 37

本丸焼失※後
※天明 8年
      （1788）

ハン[ ]
（付箋で見えず）

所司代与力
ハン所

ハン所

ハン所

与力ハン所

御料理間

ハン所

与力ハン所

（付箋で
  見えず）

【西大御番所】

与力ハン所

ハン所

米見所

番所（ヵ）

番所

  □□
（番所ヵ）

―

番所

大御番所

番所

番所

番所

―

【大御番所】

番所

番所

□□

番所

中井 36

享和 2年以後

（1802 ～）

御番所

御番所

番所

―

御番所

御料理之間、
二ノ御丸大
御番所

―

御番所

御番所

―

御本丸大御番所

御番所

御番所／
御番所

御米見所

歴彩中井

天保 14 年

（1843）

モノオキ

北御門番所

番所

番所

番所

米見番所

御料理之間
〈当時大番所〉

番所

東御門番所

番所

門番所

西奥番所

米見所

番所／番所

番所
（御門番預り）

×

×

中井 42

本丸焼失前

御番所

米見所

御番所／
御番所

御番所

大御番所

御番所

御番所

御番所

御番所

番所

御番所

御料理之間

番所〈御所司
御預り〉

番所（御破損
奉行預り）

番所

番所

大御番所
御料理之間

―
（二階御□□）

番所
〈御門番預り〉

番所

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❿

⓫

⓬

⓭

⓮

⓯

本丸焼失後

表２　絵図に見える番所

絵
図

場
所

×

―

〈西御番頭同心〉

御番所
番所【ハン所】

（貼紙で
  見えず）

高麗御門御番所 番所御番所 ×

⓰

×

― ―

〈西御番頭与力〉

御番所
〈与力〉番所【与力ハン所】

（貼紙で
  見えず）

× × ××

［凡例］

・各絵図の出典は以下の通り。

中井 35、36、37、38、42、93：谷直樹編『大工頭中井家建築指図集』（思文閣出版、（11（ 年）所収。番号は本書の通

し番号による。

歴彩中井：京都府立京都学・歴彩館所蔵中井家文書「二条御城中惣絵図」（請求記号：館古 023‐160）

宮内庁中井：宮内庁書陵部蔵「二条城内外之図　二条御城内之図」（函架番号：209.373）

・「－」は建物は描かれているが名称等情報が記されていないことを、「×」は建物自体描かれていないことを示す。

・〈 〉は絵図中の小書きを、【 】は絵図中本丸焼失域として貼紙にて覆われている部分を示す。
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